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〇障害者差別解消法が2021年5月に改正され

（施行は2021年6月の公布から3年以内）、私立

大学においても「合理的配慮」の提供が法的義務

となる、その要点を解説する。

〇加えて、コロナ禍を経てオンライン授業から対

面授業へと変化している中で、大学教員等が発

達・精神障害のある学生にどのように対応するか

について、コロナ禍における障害学生を対象とし

た全国調査の結果に触れながら、障害の有無に

かかわらず学びやすい授業のユニバーサルデザ

イン化、シラバ スの書き方の留意点などを紹介

する。

〇障害者差別解消法の改正を踏まえて、障害

の有無にかかわらず、目の前の学生への対応を

どのように進めていくべきか、一人一人の教職

員が考えるきっかけになれば幸いである。

専門は高等教育における障害学生支援、発達障害、支援技術

（Assistive Technology）。障害科学に関する学部・大学院で

の講義を担当しているほか、筑波大学の障害学生支援を担当す

るDACセンターにて、障害学生支援のマネジメント業務や発達・

精神障害のある学生への合理的配慮のコーディネートなどの相

談対応も行っている。

主な著書（いずれも共著）に、『よくわかる！大学における障害学

生支援』（ジアース教育新社，2018）『合理的配慮ハンドブック：

障害のある学生を支援する教職員のために』（日本学生支援機構，

2018）。 2022年4月科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学

技術賞（理解増進部門）を受賞。
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